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子会社株式の譲渡及び MCP Asset Management Co., Ltd.との提携について 
 
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社 100％子会社である SPARX 

International (Hong Kong) Limited（以下、「SIHK社」）の全株式をMCP Asset Management Co., 
Ltd.（以下、「MCP 社」）に譲渡し、SIHK 社の主たる事業分野であるファンド・オブ・ファンズ

事業（以下、「FOF 事業」）につき MCP 社と提携することを決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 
 

記 
 
１．子会社株式譲渡及び事業提携の理由 

当社は、平成 20 年度からの当社グループを取り巻く事業環境の変化を受け、中核事業への経

営資源の集中を推し進めると同時に、非中核事業については事業提携などによる事業展開を検討

してまいりました。SIHK 社の主要事業である FOF 事業については、当社グループにおける同

事業の位置づけ及び他事業とのシナジー等を検討した結果、同事業の事業価値を最大化するため

には、当社グループ単独で事業展開を継続するよりも、他社との事業提携による経営基盤の強化

を図る必要があるとの判断に至りました。MCP 社は、香港を本拠地として日本及び米国にリサ

ーチ拠点を有してファンド・オブ・ファンズ事業を展開する独立系運用会社であり、SIHK 社の

株式を MCP 社へ譲渡し、FOF 事業分野について MCP 社と事業提携を行うことが両社の強みを

最大限に活かし、運用及び顧客サービスの向上に向けた最良の選択肢であるとの結論に至りまし

た。 
 
２．譲渡する子会社の概要 
（１） 商号 SPARX International (Hong Kong) Limited 
（２） 本店所在地 中国・香港特別行政区 
（３） 代表者 谷口 正樹 
（４） 事業内容 資産運用業 
（５） 資本金の額 49,912 千香港ドル（820 百万円）(平成 22 年 7 月末現在)(注１) 
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（６） 設立年月日 平成 17 年 4 月 
（７） 従業員数 7 名（平成 22 年 7 月末現在） 
（８） 運用資産残高 157 億円（速報値、平成 22 年 7 月末現在）(注 2) 

(注 1) 資本金の円換算額については、換算レートは当社グループ出資時の換算レートを使用しています。 

(注 2) 運用資産残高の円換算額については、平成 22 年 7 月末時点の換算レートを使用しています。 

  
３．MCP Asset Management Co., Ltd.について 
（１） 商号 MCP Asset Management Co., Ltd. 
（２） 本店所在地 中国・香港特別行政区 
（３） 代表者 越智 哲生 
（４） 事業内容 資産運用業 
（５） 設立年月日 昭和 63 年 8 月 
（７） 従業員数 38 名（グループ合算、平成 22 年 7 月末現在） 
（８） 運用資産残高 4,437 億円（平成 22 年 7 月末現在）(注 3) 

(注 3) 運用資産残高の円換算額については、平成 22 年 7 月末時点の換算レートを使用しています。 

 
４．事業提携の概要 

MCP 社は、香港を本拠地として日本及び米国にリサーチ体制を有している FOF 事業を営む独

立系資産運用会社であり、機関投資家を中心にその運用力には定評があります。当社は、MCP
社との協議の結果、SIHK 社の FOF 事業については、株式譲渡により事業そのものを MCP 社

に譲渡し、今後 MCP 社グループが SIHK 社のファンド・オブ・ファンズの投資アドバイザーと

して運用を行うことを合意すると同時に、スパークス･アセット･マネジメント株式会社を中心と

する当社子会社が MCP 社の運用するファンド・オブ・ファンズのマーケティング及び顧客サー

ビスを行うための事業提携を行うことについて合意いたしました。今後、当社グループにおいて

は、MCP 社との事業提携により、ファンド・オブ・ファンズやマルチ・マネージャー型商品の

お客様への提供を行って参ります。 
 
５．当該子会社株式譲渡及び提携の予定（日本時間） 

平成 22 年 9 月 6 日：取締役会決議、株式譲渡契約等の締結 
平成 22 年 10 月 29 日：株式譲渡の効力発生日（クロージング日）（予定） 

 
６．今後の見通し 
当該子会社株式譲渡及び提携自体に伴う当社業績（連結・単体）に与える影響は軽微であります。 

 
７．その他の重要な事項等 

今回の株式譲渡のクロージングは規制当局の承認及び法令等の事前先決条件が満たされるのを

前提条件にします。 
 

以  上 
 


